
こんにちは

かゆいわ～

ちょっと相談が
あって～

それは
よかったですね！

これで
一件落着ね

この間ここで
購入した△△錠を
飲んでから、
湿疹みたいな
ものができて
しまって…

それは大変ですね…
副作用の可能性が
あるので、
お薬は中止して、
病院にかかることを
おすすめします。

B先生！
この間のブツブツ、
くすりをやめたら
すぐに
よくなったわ～

副作用と思われる症状
があらわれた時に、
それを報告する制度が
あることを
知っていますか？

△
△
錠

一般社団法人千葉県薬剤師会
一般社団法人埼玉県薬剤師会

○○薬局にAさんがやってきました

数日後、再びAさんが来局しました

薬剤師のBさんAさん Aさん

ところで…

? ?

市販の医薬品による
副作用等報告をご存知ですか？

＊薬局・ドラッグストアで購入
できるOTC医薬品（要指導
医薬品、一般用医薬品）にも
副作用が生じる可能性があ
ります。
＊副作用と思われる症状があ
らわれた場合は、直ちに医薬
品の使用を中止し、医療機
関を受診しましょう。もしく
は、薬局・ドラッグストアなど
で専門家に相談するように
しましょう。

市販の医薬品による
副作用等報告をご存知ですか？

B
薬剤師

B
薬剤師



どうしてそんなことを
しているの？

たくさんの報告があれば、
いままで知られていなかった副作用が
起こっていることがわかり、
医療関係者や消費者に
対して注意喚起を
することができるのです！

なるほど！

たとえば…

ここに新しく情報が
追加されたら、
より安全にお薬が
使えますよね

医薬品などを使用したことによって発生した健康被害の情報を、法律に基づき、医師・
歯科医師・薬剤師・登録販売者などの医薬関係者や、それらを製造販売している会社
が「医薬品医療機器総合機構（PMDA）」というところに報告する制度です。
厚生労働省とPMDAは報告された情報を検討し、必要な安全対策をとっています。

＊集められた情報は、安全対策の検討に役立てられます！
＊OTC医薬品の副作用等は見逃されがちなので、みなさんの
ご理解が大切です！

医薬品・医療機器等
安全性情報報告制度

とは…

つまり


